
 

 

第 13回議会運営委員会会議記録 

【 開 催 日 】  平成２８年５月１０日（火）  

【 開 催 場 所 】  第一委員会室 

【開会・散会時間】  午後 1時３９分～午後２時９分 

【 休 憩 時 間 】  なし 

【 出 席 委 員 】 

委   員   長 大  井  淳一朗 副 委 員 長 石  田  清  廉 

委 員 河  﨑  平  男 委 員 下  瀬  俊  夫 

委 員 矢  田  松  夫   

【 欠 席 委 員 】  なし 

【委員外議員等】 

議       長 尾  山  信  義 副   議   長 三  浦  英  統 

【事務局出席者】 

事 務 局 長 中  村    聡 事 務 局 次 長 清  水    保 

主査兼議事係長 田 尾 忠 久 庶務調査係主任主事 梅 野 貴 裕 

議事係主任主事 原  川  寛  子   

 

【付議事項】 

 １ 平成２８年第１回（５月）臨時会に関する事項について 

２ 議会モニターについて 

３ その他 

 

【議事の概要】 

１ 平成２８年第１回（５月）臨時会に関する事項について 

（１）会期案について 

・５月２４日（火）から５月２７日（金）までの４日間に決定した。 

（２）議事日程案について 

・事務局から議事日程案を説明し、了承した。詳細は別添資料のとおり。 

・下瀬俊夫委員から承認第２号の専決処分の事情について質問があり、事務局が説明した。 

（３）執行部出席者のうち異動のあった者の自己紹介 

・申合せどおり執行部出席者のうち異動のあった者の自己紹介を行うことを了承した。 

・４月から市立となった山口東京理科大学の学長と事務部長が挨拶のため出席することを報告し

た。 

・大井淳一朗委員長から学長と事務部長の席の位置について質問があった。 

・事務局から「学長は市長の隣（旧副市長席）、事務部長は成長戦略室長の隣（２列目）の予定で

ある」との発言があった。 

・下瀬俊夫委員から学長等の今後の本会議への出席について質問があった。 
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・事務局から「常時出席の参与ではなく、必要に応じて出席させるというふうに聞いている」との

発言があった。 

・下瀬俊夫委員から「常時必要かという判断は市長が行うべきであるが、予算措置をされた場合

やそれに関連する質疑を受けるときにはきちんと対応できるのか」との質問があった。 

・事務局から「大学自治との兼ね合いもあるのでどこまで大学の学長なり事務部長が答えられる

のかということもあるが、執行部のほうは大学の学長や事務部長が出席して答弁したほうが適当

であると判断したときには出席させたいという意向を聞いている」との発言があった。 

・下瀬俊夫委員から下関等他市の状況について質問があった。 

・事務局から「下関市立大学は議事録で確認する範囲では出席していない。近隣では福山大学

が出席している」との発言があった。 

・大井淳一朗委員長から「理科大学に関連する一般質問について会派に持ち帰って話し合って

いただきたい。６月に向け、執行とも話をしたい」との発言があった。 

（４）人事案件について 

・申合せにより議案を上程し、提案理由の説明後、休憩し、全員協議会で質疑を行い、再開後採

決する旨了承した。 

・同意された者は挨拶をする予定となっていることを説明した。 

 

２ 議会モニターについて 

・議会のあり方調査特別委員会が報告した山陽小野田市議会モニター設置要綱について事務

局が説明した。 

・大井淳一朗委員長から「問題がなければ設置要綱のとおりで進めていきたいがどうか」との発

言があった。 

・下瀬俊夫委員から「これまで議会は市民との関係で議会報告会や市民懇談会などをしてきた。

モニター制度は広く市民から意見を聴取するという大きな役割を果たすと思う。集まるかどうかは

分からないが、集まった人数でスタートするという意味で『程度』となっているのだろう。まずスタ

ートするということを重視したい」との発言があった。 

・大井淳一朗委員長から「モニター会議はしない方向なのか」との発言があった。 

・事務局から「あり方委員会でも議論したが、今回は会議を開かないでモニターと議会との一対

一のやり取りで行っていくというふうに決定した」との発言があった。 

・事務局から「今後は推薦団体の最終確認、団体への依頼文書の送付、公募方法の検討などを

し、最終決定をする。報酬は無報酬だが記念品を支給するとなっているので、予算措置のため

執行部側との調整が必要となる」との発言があった。 

・下瀬俊夫委員から「他市では議会改革を推進、点検する機関を作っている。モニターには市民

目線で議会活動の在り方についてとりあえず意見を出してもらうということになるが、きちんと定

着していくことが大事である。早くスタートするよう仕組みを作る必要がある」との発言があった。 

・大井淳一朗委員長から「予算措置もあるが、議運とすれば積極的に推進していくということで確

認したい。詰めについてはあり方も含め事務局等で進めていただければ」との発言があった。 

 

３ その他 

（１）全員協議会の開催日時 
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・５月２４日（火）午前９時からとし、議運決定事項の報告、事故報告、議員表彰を行う旨了承し

た。 

・下瀬俊夫委員から事故報告の内容について質問があり、事務局が説明した。 

・下瀬俊夫委員から議員表彰の対象者について質問があり、事務局が説明した。 

（２）エコスタイル（クールビズ）について 

・市では５月１日から９月３０日までとするが、５月臨時会の初日である５月２４日（火）は、従来ど

おり正装とする旨了承した。 

（３）その他 

・大井淳一朗委員長から「議会基本条例の検証について江藤アドバイザーに正式に依頼をした

いと考えている」との発言があった。 

・大井淳一朗委員長から「アドバイザーについて江藤先生だけでなく、必要であれば更に選ぶこ

とも今後考えていきたい」との発言があった。 

・下瀬俊夫委員から「アドバイザーに元局長と議会基本条例の策定の責任者だった元議員はど

うか」との発言があった。 

・下瀬俊夫委員から「議会改革には議会事務局の役割が非常に大きく、これまで高く評価されて

きた。今回局長が新しく代わったが、退職まで議会事務局で骨を埋める気があるのか局長の腹

構えを聞きたい」との発言があり、局長から挨拶があった。 

・大井淳一朗委員長から「アドバイザーについてはまた議運があるので検討したい」との発言が

あった。 

 

 

平成２８年（２０１６年）５月１０日 

議会運営委員会委員長   大 井 淳一朗 

 


